
採
石
と
山
林
保
護
の
諸
問
題

1

ー
札
幌
市
福
井

・
盤
渓
を
発
端
と
し
て

紺

谷

友

昭

は

じ

め

に

札
幌
の
市
街
地

は
南
西
部
の
山
地

と
、
南
東
部

丘
陵
地
と
の
間
を
北
部
低
地

(
日
本
海
側
)

へ
と

流
れ
下
る
豊
平
川

の
作

っ
た
扇
状
地

の
上
に
成
立

し
て

い
る
。
扇
状

地
の
ほ
と
ん
ど
は
住
宅
、
高
層

ピ

ル
、
道

路
な
ど
で
埋

め
つ
く

さ
れ

て
い
る
が
、

南
西
部
山
地
と
南
東
部
丘
陵
地

に
は
い
ま
だ

に
森

林
が
残
り
、
市
街
地

で
汚
さ
れ

る
空
気
を
浄
化
し

水
源
を
か

ん
養

し
、
四
季

の
移
り
変

わ
り
を
教
え

て

い
る
。
ま
た
、
登
山
道

や
自
然
歩
道
が
張
り
め

ぐ
ら
さ
れ
、
市

民
が
人
間
ら
し

い
生
活

を
送

る
た

め
に
は
欠
か
せ
な

い
存
在

に
な

っ
て

い
る
。

札
幌

に
限
ら
ず

、
都
市
近
郊

の
山
林

は
、

こ
の

よ
う
な
役
割
を
果
し
て

い
る
。
も
し
山
林
が
無
計

画

に
破
壊
さ
れ

る
な
ら
ば
空
気
は
汚
れ
る
ま
ま
で

浄
化
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
降

っ
た
雨
は
樹
木

に
よ

っ
て
貯

え
ら
れ

る
こ
と
な
く
土
砂
と
と
も

に
流

れ

去
り
、
野
生
動
植
物

は
滅
び
、
荒
涼
と
し
た
風
景

は
、
わ
れ
わ
れ

の
心
を
ま
す
ま
す
す
さ
ん
だ
も

の

に
す
る
で
あ
ろ
う
。
高
度

経
済
成
長
時
代

に
平
地

の
ほ
と
ん
ど

は
開
発
さ
れ
、
ま
た
は
買

い
占
め
ら

れ
た
現
在
、
山
林
は
都
市
近

郊
の
み
な
ら
ず

、
日

本
全
体
に
と

っ
て
最
後

の
自
然

の
保
護
者

と
な

っ

た
と

い
っ
て
よ

い
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の
山
林

を
基
礎
部

の
岩

石
も
ろ

と
も
破
壊
す
る
事
態
が
進
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は

採
石
、

つ
ま
り
岩
石
を
採
取
、
粉
砕

し
て
道
路
用

コ
ソ
ク
リ
ー
ト
用
な
ど

に
使
用
す
る
作
業
で
あ
り

川
砂
利
が
日
本
国
内

で
枯
渇
し
た
こ
と
か
ら
、
近

年
、
急

に
増
加
し
五
十

二
年

(
一
九
七
七
)

で
札

幌
市
内

二

一
カ
所
、
北

海
道
内

で
は
二
三

ニ
カ
所

日
本
全
国

で
は
五
、
九
七
〇

カ
所

で
行
わ
れ

る
よ

う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
採
取
量
は
全
国

で
四

二
六
、
〇

七
二
千

ト
ソ
と
、
年

を
追
う

に
従

い
膨

大
な
量
に
達

し
て

い
る
(-
)。

産
業
用
原
料

の
供
給
者
と
し
て
の
採
石
そ

の
も

の
は
、
否
定

で
き

る
も

の
で
は
な

い
。
道
路
や
建

物

に
姿
を
変

え
た
岩
石
は
、
い
わ
ば
第

二
の
自
然

と
も

い
う

べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
全
国
五
、

九
七
〇

ヵ
所

で
散
在
的
、
無
計
画
的

に
都
市
近
郊

の
山
岳
そ

の
も
の
が
破
壊
さ
れ

て
い
る
の
は
国
土

保
全

の
禍
根
と
な
り
、
ま
た
多
数

の
採

石
場
か
ら

発
す

る
粉
じ

ん
、
爆
破
振
動
、
採

石
場
と
供
給
先

と
を
往
復
す
る
ダ

ン
プ

カ
ー
に
よ
る
交
通
事
故

の

不
安
な
ど
は
、
よ
り
直
接
的
に
周
辺
住
民
を
脅
か

し
て
い
る
。

以
下

の
小
論

で
は
、
札
幌
市
近
郊

の
貴
重
な
山

林

と
し
て
道

の
環
境
緑
地
保
護
地
区

に
指
定
さ
れ

て

い
る
反
面
、
六

ヵ
所
で
採
石
が
行
わ
れ
て
い
る

札
幌
市
西
区
福
井

と
隣
接

の
中
央
区
盤
漢

の
例
を

取
り
あ
げ
、
採
石
の
始
め
ら
れ
た
経
過
、
そ
れ
が

周
辺
住
民

に
も
た
ら
し
た
影
響

、
採

石
開
始

の
背

景
と
な

っ
た
山
林
私
有
化

の
過
程
、
そ
し
て
で
き

れ
ば

乱
開
発
防
止

の
糸

口
な
ど
を
探

っ
て
み
よ
う

と
思
う
。
北
海
道

の
み
な
ら
ず

日
本

の
採
石

の
多

く
は
都
市
近
郊

の
私
有
山
林

で
無
計
画

に
行
わ
れ

て

い
る
た
め
福
井

・
盤
漢

に
現
わ
れ
た
問
題
は
、

そ

の
ま
ま
日
本
の
採
石
の
問
題

に
な

っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

〈
注
V

(
1
)

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁
長
官
官
房
鉱
業
課

「
採
石
業
者
の
業
務
の
状
況

に
関
す
る
報
告
書

の

集
計
結
果

・
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)
版
」
。北
海

道
内

の
採
石
場
数
は
四
十
八
年

一
九
六
ヵ
所
、
四

十
九
年

二
二
〇

ヵ
所
、

五
十
年

一
=

○
ヵ
所
、

五
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十

一
年

二
三
ニ
ヵ
所
、

五
十
二
年

二
三
ニ

ヵ
所
。

五
十
四
年
九
月

に
五
十
三
年

の
集
計
が
さ
れ
た
が

そ
れ
は
二
四
七

ヵ
所

で
増
加

の
傾
向

を
示
し
て
い

る
。
全

国
も
、

ほ
ぼ

こ
の
割
合

で
増

え
て
い
る
と

見

て
よ
い
。

1
、
札
幌
福
井

・
盤
漢
の
自
然
と

採
石
の
開
始

札
幌

の
南
西
部
山
地

で
あ
る
福
井

・
盤
漢
地
区

で
な
ぜ
採
石
場
が
六
ヵ
所
も
並
存

し
、

一
斉

に
山

を
削

る
よ
う

に
な

っ
た
の
か
。
ま
ず
第

一
に
、
地

質
的
な
理
由
が
あ
げ

ら
れ
る
。

こ
の
山
地

は
、
東

北
日
本

の
日
本
海
側

か
ら
西
南
北
海
道

へ
続
く
グ

リ
ー
ン
タ
フ
地
域

に
属
し
、
第
三
紀
中
新
世

に
断

層
運
動

に
よ

っ
て
海
域
と
な
り
、
海
底
火
山
活
動

の
舞
台
と
な

っ
た
。
そ

の
後

、
中

新
世
以
後

に
隆

起
し
て
高

い
山
地
を
形
成
、
次
の
鮮
新
世

か
ら
第

四
紀

に
か
け
て
再
び
火
山
活
動
が
盛

ん
に
な
り
、

1㎜t)
　

工業圃
1合 計原 料1

426,072

16,937

(昭和52年 ・単位

i
」 石 材

その倒

104,84517,736

2,012916

採 石 製 品 別 生 産 量

材

砂

D

}

表

ー

ー
…

i

(

コ ソ ク リ 鉄 道道 路用
一 ト 用 道 床 用

6,97855,043

881,906

157,67280,6383,160

9,2782,447290

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 調 べ

全 国

北海道

(注)

新
期
安
山
岩

類
が
山

々
の
頂
上
付
近

に
広

が

っ
た
(1
)
。
こ
の
安

山
岩

は
、
固
く

て
石

質
が
安
定

し
て
お
り

日
本
国
内

の
採
石
業

界
で
最
も
多
量

に
採

取
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
安
山
岩
を
対

象

に
昭
和

二
十
五
年

(
一
九
五
〇
)
ご
ろ

福
井
地
区

の
五
天
山

(標
高
三
〇
三

m
)

で
採
石
が
開

始
さ
れ

た
。
そ
の
後

、
左
股

川
、
盤
漢
川

沿

い
に

南
西
部
山
中

を
走

る

形
で
建
設
さ
れ

た
主

要
道
道

・
西
野
ー
真

駒
内
i
清
田
線
が
砂

利
道

か
ら
舗
装
道

と

整
備

さ
れ

る
に
従

っ
て
砕
石
の
輸
送

に
至
便

と
な

り
、
五
十
三
年

(
一
九
七
八
)
ま
で
に
福

井
地
区

で
三

ヵ
所
、
盤
漢

地
区

で
三

ヵ
所

の
採

石
場
が
並

存
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

六
カ
所

の
採
石
場
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積

は
、
①
四

八
、

二
四
〇
㎡
、
②

七
四
、
〇
六

一
2m
、
③

一
〇

〇
、
五
五
四
2
m
、
④

二
三
四
、
四
二
五
2m
、
⑤
九

八
、
二
五
七
㎡
、
⑥

六
九
、
七
八
○
。、m
で
、
合

計

六
二
五
、
三

一
七
㎡
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
採
石
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
は
、
す

べ
て
私
有

地
で
あ
り
、
①

に
つ
い
て
は
地
主
二
人

か
ら
の
借

地
、
②
自

己
所
有

地
と

一
人
か
ら
の
借

地
、
③

一
人

か
ら
の
借
地
、
④
自
己
所
有
地
、
⑤

二
人
か
ら
の
借
地
、
⑥

一
人

か
ら

の
借

地

(
一
、

九
七
八
現
在
)

で
あ

る
(2
)。

〈
注
〉

(
1
)

岡
部

三
郎

「
札
幌
の
自
然
」

(自
費

出

版
)

一
九
七
七
、
九
ー

一
〇
ペ
ー
ジ
。

(
2
)

採

石
が
行

わ
れ
て
い
る
山
林

は
大
正
十

一
年

(
↓
九

二
二
)
す
で
に
私
有
林

で
あ

っ
た
。

同
年
、
南
部

に
隣
接
す
る
国
有
林

に

つ
い
て
当
時

の
営
林
技
師

が
残

し
た
、
北
海
道
庁

「
大
正
十

一

年
度
調
査
石
狩
国
札
幌
郡
手
稲
団
地
境
界
調
査
調

書
」

(
札
幌
営
林
局
所
蔵
)

と
い
う
貴
重
な
文
書

が
残
さ
れ

て
い
る
の
で
紹
介

し
て
お
き
た

い
。
担

当

の
技
師
は
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

「
本
林

ハ
発
寒

川
ノ
上
流
右
股
及
左
股
ノ
水
源

地

ニ
シ
テ
地
形
北

二
面

ス
地
勢

ハ
急

峻

ニ
シ
テ
三

十
度
内
外

ノ
傾
斜
地
大
部
分
ヲ
占

ム
殊

二
渓
流

ノ

側
面

ハ
高
峻

ニ
シ
テ
傾
斜
四
十
度

ヲ
超

エ
ル
個
所

少
ナ
カ
ラ
ズ
所

々
表
土
ノ
剥
落

シ
テ
岩
石

の
露
出

ヲ
見

左
股
本
流

ノ
河
岸

二
些
少

ノ
平
地

ヲ
存

ス

ル
モ
其
他

ノ
渓
側

ハ
直

チ
ニ
河
流

二
迫

マ
レ
リ
。

団
地
内

ノ
水
流

ハ
何

レ
モ
流
勢
急

ニ
シ
テ
河
床

二

石
礫
岩
塊
多

シ
」

ま
た

「
土
性
」

に
つ
い
て
は

「
地
質

ハ
第
三
紀
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層

火

山
岩

ニ
シ

テ
風

化

土
層

二
乏

シ

ク
大

部

分

ハ

岩

石

地

又

ハ
石

礫

地

ニ
シ

テ
之

昌
混

ス

ル
砂

質
壌

土

ノ
量
微

少

ニ
シ

テ
結

合

力

二
乏

シ

ク
表

層

ハ
ニ

三
寸

の
腐

植

土

二
覆

ハ
レ
地
味

瘡

悪

ナ

リ
L

「林

況
」

に

つ
い

て

は

「
本
林

ハ
針

澗

混

濡
林

ニ
シ
テ
針

葉

樹

の
混

清

歩

合

ハ
分
水

嶺

二
近

ク

ニ

従

ヒ
増

加

ス
樹

種

ハ
シ

ナ
、

イ
タ

ヤ
、

ガ

ソ
ピ

、

ト
ド
、

セ
ソ
、

ヤ

チ
ダ

モ
、

ア

カ
ダ

モ
、

ホ

ホ
、

コ
ブ

シ
等

ニ

シ
テ
稀

ニ

エ
ゾ

マ
ツ
、

オ

ソ

コ
ヲ
雑

ユ
而

シ

テ
小

団

地

ノ
大

部

分

及

大

団
地

東

南

一
部

ハ
山

火

の
被
害

ニ

ョ
リ
無

立

木

状

を

呈

ス

ル
モ
其

他

ハ
欝

閉

中

庸

ニ
シ

テ
蓄

積

三

百

石

ヲ
有

ス
稚

樹

ノ
発

生

状
態

ハ

一
般

二
良

好

ニ
シ
テ
殊

ニ
ト
ド

マ
ツ

ノ
稚
樹

ハ
全

地

一二
旦
リ
生
育

ス

地

被

物

ハ

落

葉

熊

箏
、

地

竹

等

ニ
シ

テ
無

立
木

地

ニ

ハ
之

レ

ガ

密

生

地

多

シ
」

と
記

し
、

最

後

の
部

分

で

「
本

林

ニ
シ

テ
荒
廃

セ
ソ

カ

延

ヒ

テ

ハ
河
身

ノ
狂

暴

ヲ
招

キ
洪

水

ノ
惨

禍

一
層

激

甚

ナ

ル

ニ
至

ル
ベ

シ

其

外

左

股
右

股

ノ
河

水

ハ
付

近

水

田

ノ
灌

概

用

水

ト

ナ

リ
沿

岸

住

民

ノ
飲

料

水

二
供

セ
ラ

ル
ヲ
以

テ

本

林

ハ
土
砂

軒

止

及
水

源

涌

養
林

ト

シ
テ
極

メ

テ

重

要

ナ

ル
モ

ノ
ナ

リ
」
。

2
、
山
林
保
護
の
動
き

福

井

・
盤
漢
地
区

で
採
石
が
進
行
す

る
反
面
、

同
地
区

の
山
林

を
保
護

し
よ
う
と
す

る
動
き
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
札
幌
市
に
と

っ
て
は
南
西
部

の
手
稲

、
福
井
、
盤
漢
は
残
さ
れ
た
貴
重
な
山
林

で
あ
る
。
こ
の
た
め
北
海
道
庁
は
北
海
道
自
然
環

境
等
保

全
条
例

に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
七
年

(
一

九
七
二
)
三
月
福
井
地
区

と
盤
漢
地
区

の
山
林

を

そ
れ
ぞ

れ
環
境
緑
地
保
護
地
区

に
指
定
。
指
定
区

域
内

で
は
①
規
則
で
定

め
る
基
準
を

こ
え
る
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物

の
新
築

、
改
増
築
、
②
宅
地

を
造
成
し
、
土
地
を
開
墾
し
、
そ
の
他

土
地

の
形

質
を
変
更

す
る
こ
と
、
③
鉱
物

を
堀
採

し
、
ま
た

は
土
石
を
採
取

す
る
こ
と
、
④

水
面

を
埋

め
立
て

ま
た
は
干
拓
す
る
こ
と
、
⑤
河
川
、
湖
沼
等

の
水

位
ま
た
は
水
量
に
増
減
を
及
ぼ
さ
せ
る
こ
と
、
⑥

規
則
で
定
め
る
木
竹

の
伐
採
を
行
う

こ
と
ー

に
つ

(表2)札 幌市福井地 区

の土地所有区分

(単位 ・筆,

53.1昭 和43.1

2,627

114

250

97

276

4

3,368

115

222

79

111

581

0

1,108

地

地

林

野

地

沼

種

計

宅

農

山

原

雑

池

い
て
は
知
事
に
届
け
出
る

こ
と
を
規
定

し
た
。
届

け
出
が
あ

っ
た
場
合
は
、
そ

の
届

け
出

に
係

る
行

為
を
禁
止
し
、
も
し
く
は
規
限
し
、
ま
た
は
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず

る
こ
と
も
あ
わ
せ

て
規
定
さ
れ
た
(ー
)。

し
か
し
福

井

・
盤
漢
地
区

に
あ

っ
て
は
、
す

べ

て
が
私
有
山
林

で
あ
る

こ
と
が

起
因

し
て
指
定

に

同
意
し
た

の
は
福
井

で
は
土
地
三
筆
分
計

六

・
三

〇

㎞
、
盤
漢
で
は
土
地
八
十
筆
分
三

一
二

・
二
三

㎞
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
福
井
地
区

の
面
積

は
二
一二

五
㎞
で
あ
る
か
る
か
ら
環
境
緑
地
保
護
地
区

で
は

わ
ず
か

に
全
体

の
二

・
六
八
%
、
ほ
と
ん
ど
が
山

林

の
盤
漢
地
区

で
も
全
体
面
積
は

一
、

九
八
○

㎞

で
あ

る
か
ら
、
保
護
地
区

は

一
五

・
七
六
%

に
す

ぎ
な
い
。

こ
の
た
め
保
護
地
区
は
、
指
定

に
同
意
を
得

ら

れ
な
か

っ
た
私
有
林

の
中

に
、
ま

る
で
小
島
が
浮

か
ぶ
よ
う
な
状
態

で
散
在
す
る
こ
と

に
な
り
、
福

井

・
盤
漢
地
区

の
山
林
保
全
は
困
難
を
極
め

て
い

る
と

い
え
よ
う
。

一
方

、
採

石
場
が
占

め
る
面
積

は
福
井
地
区
が

二
二

・
二
八
㎞
で
全
体

の
九

・
四
八
%
、
盤
漢
地

区
が
四
〇

・
二
四
㎞
で
全
体

の
二

・
〇
三

%
で
あ

る
。
特

に
福

井
地
区

の
保
護
地
区
割
合

二

・
六
八

%
と
採
石
場
割
合

九

・
四

八
%
と
は
痛

ま
し
い
比

較

に
な
る
。
こ

の
ま
ま
採
石
や
乱
開
発

を
放
置
す

れ
ば
、
盤
漢

も
福

井
と
似
た
姿

に
な

る
こ
と

は
十

分

に
予
想

で
き

る
。

よ
り
市
街
地
に
近

い
福
井
は

盤
漢
の
先
行
形
態

と
い
え
よ
う
。

〈
注
V

(
1
)

環
境

緑
地
保
護
地
区
等
に
お
け
る
行
為

の
届
出
は
北
海
道
自
然
環
境
等
保
全
条
例
第

二
十

五
条

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
五
十
三

(
一
九
七
八
)
年
度
、
北
海
道
内
の
環
境
緑

地
保

護
地
区
は

一
〇
六
地
区
三
、
九
三
九

・
七

一
㎞
、

自
然
景
観
保
護

地
区

は
三
二
地
区

一
八
、

○
〇
六

・七
九
㎞
、
学
術
自
然
保
護
地
区
は
二
二
地
区

七
二

三

・

一
九
㎞
。
所
有

別
比
率

は
国
有

地
四

一
%
、

公
有
地

二
三
%
、
私
有
地

三
六
%

で
あ
る
。

3

、

採
石
に
対
す
る
住
民
の
動
き

山
を
根

こ
そ
ぎ
削

る
採
石

に
対
し
て
、
札
幌

の

市
民
が
黙
視

し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
も
と
も

と
北

海
道

の
自
然
保
護
運
動

の
第

一
歩
と
な

っ
た

の
は
、札
幌
市
中
央
区

の
三
角
山
採
石
で
あ

っ
た
。

こ
の
三
角
山

(
標
高

三

一
一
・
三

m
)

は
福
井

・

盤
漢
と
同
じ
く
南
西
部
山
地

に
属
し
、
札
幌
の
旧

市
街
地
に
突
き
出
る
形

と
な
り
、
同
市
中
心
部
か

ら
眺
望
で
き

る
ほ
か
市
内

に
近

い
た
め
、

ス
キ
ー

の
練
習
場
な
ど
に
も
な

っ
て
い
た
。

こ
の
山

(面

積
四
八

一
㎞
)

は
も
と
も
と
国
有
地

で
あ

っ
た
が

明
治
四
年

(
一
八
七

一
)

に
札
幌
神
社

(現
在

・

北
海
道
神
宮
)
が
設
立
さ
れ
た
際
、
神
社
境
内
地

と
し
て
国
か
ら
払

い
下
げ
ら
れ
た
。
太
平
洋
戦
争

後

の
昭
和
二
十

二
年

(
一
九
四
七
)

に
同
山
は
再

び
国
有
財
産

と
な

っ
た
が
、
そ
の
後
、
神
社
は
境

内
地
回
復
を
運
動

し
て
昭
和
三
十

二
年

(
一
九
五

七
)

に

一
、
三
八
五
万
円
で
取
得

。
そ
の
直
後

に

民
間
会
社
に
売

却
、
昭
和

三
十

七
年
へ
一
九
六
二
)

か
ら
は
、
採

石
が
開
始
さ
れ
た
。

一
方
、
北

海
道
庁
は
三
十
三
年

(
一
九
五
八
)

か
ら
三
角
山

一
帯
を
風
致
保
安
林

に
指
定
し
、
採

石
に
つ
い
て
は
風
致
を
損

な
わ
な

い
限
り
で
認
め

て
い
た
が
、
採
石
が
大
規
模

に
進
行
し
て
山
肌
が

む
き
出
し

に
な

っ
た
三
十
九
年

(
一
九
六
四
)

に

周
辺
住
民
や

ス
キ
ー
団
体
が
風
致
保
存
の
立
場
か
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ら
採

石
中
止
を
北
海
道

庁
、
札
幌
市

に
運
動
、
道

議
会
、
市
議
会
も
採
石
中

止
決
議

を
採
択
す
る
事

態

と
な

っ
た
(-
)。

そ

の
後
、
【道
、
市

に
対
し
山

の
所
有
者
が
採
石
中
止

の
代

償
と
し
て
補
償
要
求

す
る
こ
と
も
起

こ

っ
た
が
、
結
局
世
論

に
押
さ
れ

た
形

で
採
石
は
中
止
さ
れ
た
。

一
方
、
六

ヵ
所
で
採
石
が
行

わ
れ
て

い
る
福

井

・
盤
漢

は
三
角
山

の
西
南

部

に
あ

り
、
札
幌
の
旧

市
街
地

か
ら
は
展
望
で
き

な

い
位
置

に
あ
る
。
こ

の
せ
い
か
、
風
致
保
存

を
主
目
的

と
し
た
住
民
の

反
対

は
起
き
て

い
な
い
が

、
か

つ
て
の
農
地
、
山

林

で
あ

っ
た
福
井
が
近

年
の
宅
地
化

で
昭
和

二
十

五
年

(
一
九
五
〇
)

に
は
二
十

七
戸

二
二
四
人

の

居
住
者

で
あ

っ
た
の
が

、
五
十
年

(
一
九
七
五
)

に
は
す

で
に
八
三
二
戸

二
、

八
五
五

に
達

す
る
に

従

っ
て
、
住
宅
と
採

石
場
が
接
近

し
始
め
た
。

こ
れ

に
よ
り
岩

石
爆

破
の
際

の
振
動
、
得

ら
れ

た
岩
石
を
粉
砕

す
る
際

の
騒
音

と
粉
じ
ん
、
さ

ら

に
採
石
場
と
供
給
先

と
を
往
復
す

る
多
数

の
ダ

ソ

プ

カ
ー
が
、
同
地
区

に

一
本

し
か
な

い
主
要
道
路

を
通
行
す
る
こ
と
に
よ
る
、
交
通
事

故
の
不
安
が

住
民
を
脅
か
し
て
い
る
。

い
わ
ぽ
、
こ
の
直
接
的

被
害

に
よ
り
、

住
民
か
ら
採
石
場
の
移
転
ま
た
は

作
業

の
縮
小

を
求

め
る
動
き
が
増
大

し
、
昭
和
四

十

七
年

(
一
九
七
二
)
十
月

に
は
札
幌
市
公
害
部

の
仲
介

で
福
井
町
内
会
と
、
採
石
業
者
が
結
成
し

た
札
幌

西
野
地
区
砕
石
公
害

対
策
協
議
会
と

の
間

で
公
害
防

止
協
定
を
締

結
し
た
。
内
容

の
主
な
も

の
は
①
発
破

の
制
限
、
②
騒
音

の
防
止
、
③
粉
じ

ん
の
防

止
、
④
輸
送

の
制
限
、
⑤
緑
化

の
推
進
で

あ
る
。

つ
ま
り
発
破

の
制
限
に
つ
い
て
は
④
日
曜

日
、
祝
祭
日
に
お
け

る
発
破

は
行
わ
な

い
、
③
強

風
時

に
お
け
る
発
破
は
行
わ
な
い
、
⑥
発
破
時
間

は
八
時

か
ら
十

八
時
ま

で
と
す
る
、
⑪

一
回

の
火

薬
使
用

量
は
百
鏡
以
下
と
す
る
、
⑭
発
破

に
よ
る

振
動

は
、
採

石
場

の
敷
地
境
界
線

の
地
点
で
、
振

動

レ
ベ

ル
で
六
〇
デ

シ
ベ
ル
以
下
と
す

る
よ
う
努

め
る
、
⑲
切
羽

は
住
居
側
に
影
響
を
与
え
な

い
方

向

に
定

め
る
も

の
と
す
る
ー

と
な

っ
て

い
る
。

騒
音
防

止
に
つ
い
て
は
④
プ

ラ
ソ
ト
、
小
割

機
、

そ
の
他
騒
音
を
発
生
す
る
作
業
は
六
時
三
十
分
か

ら
十

九
時
ま

で
と
す
る
、
⑧
第

一
、
第
三
日
曜
日

に
お
け
る
採
石
業
は
行
わ
な

い
、
⑥
原
石
落

し
の

作
業

は
六
時

か
ら
十
九
時

ま
で
と
す
る
、
⑪
プ

ラ

ン
ト
の
騒
音
は
、
他
に
法
令

の
定
め

の
あ
る
場
合

を
除
き
、
採
石
場

の
敷
地
境
界
線
に
お

い
て
六
〇

ホ
ソ
以
下
と
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

粉
じ

ん
の
防
止
で
は
④
プ

ラ
ソ
ト
、
堆
積
場
、

通
路
等
か
ら
発
生
す
る
粉
じ
ん
に

つ
い
て
は
建
家

散
水
設
備
あ
る

い
は
防
じ

ん
ヵ
バ
ー
な
ど

に
よ

つ

て
防
止

の
措
置

を
講
ず
る
、
⑧
強
風
時
、
住
民
が

採
石
作
業
に
よ
る
粉
じ

ん
の
影
響

を
受
け

る
場
合

は
、
採
石
作
業

を

一
時
停

止
す
る
。

輸
送

の
制

限
で
は
④
適

正
な
積
載
量

の
遵
守
、

③
落

石
防

止
の
た
め
の
シ
ー
ト
が
け
、

お
よ
び
制

限
速
度

の
遵
守

、
⑥
採
石
の
積

み
込

み
時
間
は
原

則
と
し
て
六
時
か
ら
十
九
時
ま
で
と
す
る
。
⑪
採

石
輸
送
道
路

に
お
け
る
落

石
の
清
掃
は
週
二
回

と

す
る
ほ
か
、
特

に
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
行
う
も

の
と
す
る
。

緑
化

の
推
進

に

つ
い
て
は
④
採
石
跡
地
お
よ
び

プ

ラ
ソ
ト
周
辺
に
積
極
的

に
樹
木
等
の
植
域
を
行

う

な
ど
と
な

っ
て

い
る
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
福
井

地
区

の
採
石
場

に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
度

(
一
九
八
○
)

を
最
終

目
標
に
移
転
す
る
旨

の
条

項
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

札
幌
市
内
で
は
、
福

井
の
ほ
か
に
住
宅
地

に
接

近

し
て

い
る
採

石
場

は
南
区

・
硬
石
山
の
七

カ
所

が
あ
り
、

こ
こ
で
は
福
井
以
上

に
周
辺
住
民
が
採

石
場

の
移
転

を
要
求

し
て
い
る
。
こ
の
た
め
採
石

認
可
権
を
持

つ
札
幌
通
産
局
、
北
海
道
庁
、
札
幌

市

は
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)
ご
ろ
か
ら
市
内

の

住
宅
地
隣
接

の
採

石
場
す
べ
て
を
人
家

か
ら
離
れ

た
場
所

に
集
約
さ

せ
、
そ

こ
か
ら
国
道
ま
で
は
輸

送
専
用
道
路
を
建
設
す

る
と

い
う
計
画
を
検
討
し

始
め
た
。

一
方
、
採
石
業
者
も
官
公
庁

の
指
導

も

あ
り
、
各

企
業
合
同
で
札
幌
地
区
砕
石
業
構

造
改

善
推
進
委
員
会
を
結
成
し
て
移
転
計
画

の
具
体
化

と
、
移
転

の
前
提
と
な
る
経
営
内
容

の
改
善

な
ど

に
着
手

し
た
。

と
こ
ろ
が
五
十
三
年

(
一
九
七
八
)

に
行

わ
れ

た
経
営
診
断

の
結
果

で
は
、
対
象
十
九
企
業

の
う

ち
、
健
全
経
営
を
行

っ
て

い
る
の
は
四
、
五
社

に

す
ぎ
ず
、
そ

の
他
の
企
業

の
経
営
内
容

は
悪
化
し

て

い
て
、
国
の
構
造
改
善
事
業

の
指
定
を
受
け
ら

れ
る
条
件

に
は
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
た
め
指
導
官

庁
で
は
当
面
①
南
区

・
硬
石

山
で
採
掘

し
て

い
る
七
企
業
は
分
離
し
て
採
掘
す

る

こ
と
を
や
め
、
採

掘
場
を

一
カ
所
に
ま
と
め
て

山
の
上
部

か
ら
採
掘
す
る
。
砕
石
プ
ラ

ソ
ト
も

一

本
化
し
、人
家
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
に
設
置
す
る
。

②
福
井

・
盤
漢
で
採
掘

し
て

い
る
六
企
業

の
う
ち

三
企
業

は
採
掘
場
を

一
ヵ
所

に
ま
と
め
る
。
他
の

三
企
業

の
う
ち
、

一
企
業
は
硬
石
山
で
も
採
掘
し

て

い
る
の
で
、
福
井

・
盤
渓
で
の
採
掘

は
停
止
。

一
企
業

は
経
営

難
の
状
態

に
あ
る
の
で
自
発
的

に

採
掘
停
止
。

一
企
業

は
宅
地
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ

に
あ

る
の
で
採
掘

を
継
続
。
結
局
、
福
井

・
盤
漢

で
の
採
掘
場
は
ニ
カ
所

に
す
る
ー

と
の
対
応
策
を

打

ち
出
し
た
。
五
十

六
年

(
一
九
八

一
)
か
ら
、

こ
の
方
針
に
添

わ
な

い
企
業
に
は
採
取
認
可
を
出

さ
な

い
と
の
態
度

で
臨
む
(2
)と
し
て

い
る
が
、
企

業

に
対
す
る
指
導
は
難
行
を
極
め
て

い
る
よ
う

に

見
え
る
。

南
区

・
硬

石
山
は
国
有
林

で
あ

る
た
め
各
年
ご

と
の
岩
石
払

い
下
げ
と

い
う
形
を
と
り
、
そ
れ

に

よ
る
採
掘
場
集
中
も
比
較
的
容
易
と
見
ら
れ

る
の

に
対
し
て
、
福
井

・
盤
漢

は
す

べ
て
私
有
林
内
の

自
己
所
有
地
ま
た
は
借
地

で
採
掘
さ
れ
て
い
る
た

め
、
私
有
権

の
問
題
が

か
ら
み
官
庁
実
務
部
門
を

苦
慮
さ
せ
る
と

い
う
事
態
も
起
き
て

い
る
よ
う
で

あ
る
。
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採

石
場

の
移
転
集
約
を
め
ぐ

る
経
過

の
中
で
、

企
業

は
も
ち
ろ
ん
指
導
官
庁
、
周
辺
住
民
と
も
求

め
て
い
る
の
は
人
家
か
ら
離
れ

た

と

こ
ろ

で

の

「
人

目
に
つ
か
な

い
採
掘
」

で
あ
り
、
山
林

の
保

護

の
た
め
の
集
約
を
語

る
人
が
少
な

い
の
は
驚

か

さ
れ
た
。

こ
れ
は
採

石
場

の
周
辺
は
新
興
住
宅
地

で
あ
り
、
旧
来
か
ら
の
市
民
は
少

な
い
こ
と
の
ほ

か
、
大
多
数

の
日
本
人

の
山
や
森
林

に
対
す

る
態

度

を
暗

示
す
る
も

の
か
も
知
れ
な

い
。

〈
注
V

(
1
)

主
と
し
て
北
海
道
新
聞

一
九
六
五
年
八

採石で露 出した地 層(流 出す る泥水に注意)

札幌 ・左股川東岸(中 央区盤渓)1979年10月

]

卜

ニ

ヨ
手

ナ

,

ノ

謄
一
一
i
f

ー

(
2
)

こ
の
間

の
事

情

は
、
毎

日
新

聞

北

海

道

版

一
九

七

八
年

十
月

三

日

付
、
読

売

新

聞

北

海

道

版

一
九

七

八
年

十

月

十

三

日
付

に

そ

れ

ぞ

れ

報

道

さ

れ

て

い
る

。

4
、
山
林
私
有
化
の
過
程

福

井

・
盤
漢
地
区

で
の
採

石
が
す
べ
て
私

有
山
林

内
で
行

わ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て

私
有

で
あ

る
こ
と
が
主
な
原
因
と
な
り
、
採

石
場
の
集
約
、
移
転
、
停

止
が
困
難

に
な
る

こ
と
は
先

に
述
べ
た
。
そ

こ
で
福
井

・
盤
漢

の
山
林
が
ど

の
よ
う
な
経
過

で
、
北
海
道
開

拓
以
前

の
い
わ
ば

「
無
所
有
」

の
も

の
か
ら

個
人

の
所
有

に
な

っ
て
行

っ
た
か
を
探

る

こ

と
が

必
要

に
な
る
。

A

北
海
道
開
拓
期
の
様
相

江
戸
時
代
ま

で
の
本
州
の
山
林
原
野

の
多
く

は

村
中

入
会

と
い
う
形
で
、
村
民

の
共
同
利
用

に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
は

っ
き

り
し
た
所
有
権
が
確
定
し

て

い
な

い
の
が

ふ
つ
う
で
あ

っ
た
。
し
か
し
明
治
政

府
が
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
以
降

、
地
券
を
交

付
し
て
土
地
の
近
代
的
所
有
を
確
立
す

る
段
階

に

お
い
て
、
入
会
地

を
村

の
公
有
地
と
し
た
。

つ
い

で
明
治

六
年

(
一
八
七
三
)

に
は
、
開
墾
、
そ

の

他

の
た
め
入
会
地

を
私
有
地
化
す

る
こ
と
を
認
め

た
。
さ
ら
に
明
治

七
年

(
一
八
七
四
)

の
地
租
改

正
規
則

で
は
所
有

の
確
証
あ
る
場
合

に
限

っ
て
民

有
地
と
し
て
地
租
を
課
し
、
確
証
が
な
け
れ
ば
官

有
地

に
編
入

し
た
。
こ
の
よ
う
な

め
ま
ぐ
る
し
い

動
き

の
中

で
入
会
地

の
か
な
り

の
部
分
は
官
有
地

に
編

入
さ
れ
、
ま
た
は
入
会

山
が
村
内

の
有
力
な

地
主
や
農
民

の
私
有

に
転
化

し
た
(1
)。

以
上
は
本
州
の
事
態

で
あ

る
が
、
北
海
道

に
つ

い
て
は
道
南

の

一
角
を
除
く
大
部
分
は
入
会
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
な

い
に
等
し
く

(和
人

に
と

っ
て
は
)
、
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)

七
月

に
は
太

政
官
が

「
蝦
夷
地
開
拓
志
願
者

に
は
土
地
を
割
り

渡

す
」

と
布
告
、
明
治
四
年

(
一
八
七

一
)

の
開

拓
使
布
達

で
は

「
永
住
人
が
従
来
よ
り
居
住

の
拝

借
地

は
沽
券
地
(売
買
可
能
な
私
有

地
)
と
す
る
」

と
あ

る
な
ど
、
い
わ
ぽ
住
み
さ
え
す

れ
ば
土
地
が

与

え
ら
れ

る
状
態
が
続

い
て

い
た
。
納
金
す
れ
ば

土
地
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)

か
ら
で
、
同
年
六
月

の
開
拓
使
布

達

で
は

「
開
墾
地
所
出
願
者

へ
の
割
渡
面
積
を
十

万
坪

(三
三
㎞
)

に
限
り
、
ま
た
土
地

は

一
、
○

○
○
坪

(
三
、
三
〇
六
2m
)

金

一
円
、

一
〇
〇
坪

一
〇
銭
、

一
〇
坪

一
銭

の
納

金
を
す
れ
ば
」
私
有

地
と
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

さ
ら

に
明
治
十
九
年

(
一
八
八
六
)

の
北
海
道

土
地
払
下
規
則

で
は
全
道

の
山
林
原
野

の
払

い
下

げ

に
つ
い
て
規
定
。

「
売

下
地

は

一
人
十
万
坪

を

限
度
と
し
、
着
手
約
十
年
間
租
税
は
免
除
」

(規

則
二
条
)
、
「
売
下
地
価

は

一
、
○
○
○
坪
あ
た
り

上
等
地

一
円
五
十
銭
、
中
等
地

一
円
、
下
等
地
五

十
銭
」

(
同
三
条
)

と
規
定
さ
れ
た

(2
)。

さ
て
、
福

井
地
区

に
入
植
者
が
入

っ
た
の
は
明

治
十
九
年

(
一
八
八
六
)
か
ら
で
、
同
年
に
は
、

二
戸
、
明
治
二
十
年
ー
二
十

二
年

(
一
八
八
七
ー

一
八
八
九
)
に
は
五
戸
、
二
十
三
年
ー

三
十
年
(
一

八
九
〇
ー

一
八
九
七
)
に
は
十
戸
が

入
植
。
田
畑

を
開
く
ま
で
は
炭
焼
き
を
し
た
り
、
蚕

を
飼

っ
た

り
、

冬
は
山

に
入

っ
て
造
材
を
し
た
と
あ

る
(3
).

こ
の
当
時

は
、

お
そ
ら
く
平
地
部

分
を
農
地
と
し

て

「拝
借

し
て
」
開
墾
、
後
年
に
な

っ
て
北
海
道

土
地
払

下
規
則

に
よ
り
払

い
下
げ

を
受
け

た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
山
林
部
分
は
、
お
そ
ら
く
官
有

地
で
あ
り
、

い
わ
ぽ
入
会
山
と
し
て
炭
焼
き
、
造

材
な
ど
に
共
同
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
強

い
。

北
海
道

の
開
拓
が
進
む

一
方
、
日
本

で
産
業
資

本
が

確
立
し
た
明
治
中
期
に
な
る
と
、
北
海
道
の

土
地
を
農
業
者

の
み
な
ら
ず
本
州
の
地
主
、
商
人

に
も
大
規
模

に
払

い
下
げ

る
べ
き

で
あ

る
と

の
要

求
が
高

ま
り
、
明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)

に
は

北
海
道

国
有
未
開
地
処
分
法
が
制
定
さ
れ
た
。
明

治
十
九
年

(
一
八
八
六
)

の
土
地
払
下
規
則
で
は

一
人
十
万
坪

(三
三
㎞
)
を
限
度

に
有
償
で
払

い

下
げ

る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
が
、
国
有
未
開
地
処

分
法

で
は
無
償
払

い
下
げ
と
な
り
、
払

い
下
げ
面

積
も
大
幅

に
拡
大
さ
れ
た
点
に
最
大

の
特
徴
が
あ

る
。

つ
ま
り
同
法
第
三
条
で
は

「
開
墾
牧
畜
若

ク

ハ
植
樹
等

に
供

セ
ソ
ト
ス
ル
土
地

ハ
無
償

ニ
テ
貸

付

シ
、
全
部
成
功

の
後
無
償

ニ
テ
付

与

ス
ベ
シ
」
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と
あ

る
。
そ

し
て
無
償
貸
付
け
さ
れ

る
国
有
未
開

地

の
面
積

は
、

明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)

の
勅

令
第

九
八
号

に
お

い
て
、

一
人
当

り
次

の
よ
う

に

定

め
ら
れ

た
。

す
な

わ
ち
、
開
墾

に
供
す
る
土
地

は

一
五
〇
万

坪

(四

九
五

・
九
㎞
)
以
内

、
牧
畜

に
供
す
る
土

地
は

二
五
〇
万
坪
(
八
二
六

・
五
㎞
)
以
内

、
植
樹

に
供
す

る
土
地

は
、

二
〇
〇
万
坪

(
六
六

一
・
二

㎞
)
以
内
。
そ

し
て
会
社
ま
た
は
組
合

に
対

し
て

は
、

こ
の
制
限
面
積

の
二
倍

ま
で
貸
付
け
う
る
こ

と
と
さ
れ

た
。

つ
ま
り
会
社

は
植
樹

に
供
す
る
土

地
を

一
社

に
つ
き
四
〇
〇
万
坪

(
=
二
二
二

・
四

㎞
)
、
無
償

で
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
(4
)。

札
幌
市
、
小
樽
市

の
山
林

に
お
い
て
も
、

こ
の

北
海
道
国
有
未
開
地
処
分
法

に
よ
り
土
地

の
払

い

下
げ
を
受
け
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)

十
月

に
北
海
道
造
林
合
資
会

社
が
設

立
さ
れ
た
。
当
初
は
上
手
稲
村
、
下
手
稲

村

(
現
在

の
札
幌
市

西
区
)

の
山
林
所
有
者
八
人

の
山
林

二
、
三
六
四

・
五
九
町

(
二
、
三
四
四

・

九
六
㎞
)

を
基

本
財
産
と
し
て
発

足
し
、

の
ち

に

道
庁

か
ら
上
手
稲
村
、
下
手
稲
村

の
無
償
付
与

を

受
け
、
明
治

四
十
年

(
一
九
〇
七
)

に
同
社
の
所

有

す
る
山
林

は
三
、
〇
九
二

・
九
九
町

(
三
、
〇

六
七

・
三

一
㎞
)

に
な

っ
て

い
た
。

こ
の
中

に
は

こ
の
論
文

で
取
り
上
げ
て

い
る
福
井

・
盤
漢

の
山

林
も
含
ま
れ

て
い
た

の
で
あ

る
。
明
治
四
十
二
年

(
一
九
〇
九
)

一
月

に
は
、
さ
ら

に
隣
接

す
る
朝

里
、
銭
函
、
張
碓

の
山
林
四
、
四
六
二

・
五
六
町

の
払

い
下
げ

を
受
け
、
明
治
四
十
五
年

(
一
九

一

二
)

に
は
、
同
社
所
有

の
山
林
は
七
、
五
五
四
町

(七
、
四
九

二

・
八
三

、m
)

に
達

し
て
い
た
(5
)。

こ
の
よ
う

に
し
て
小
樽

市
か
ら
札
幌
市

に
か
け

て
手
稲
山

(
一
、
〇
二
三

・
七

m
)

を
含
む
広
大

な
山
林
を
所
有
し
て

い
た
北
海
道

造
林
合
資
会

社

は
造
林
と
い
う
目
的

に
お

い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
実

績
を
残
し
た
と
さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
が
、
昭
和

に
入

っ
て
事
業
不
振
と
な
り
、
手
稲
山
を
含
む
、

七
、
四
五

一
・
二

一
町
(
七
、
三
八
九

・
三
六
㎞
)

は
昭
和
十
二
年

(
一
九

三
七
)
十
月
、
王
子
造
林

会
社

へ
売
却
(6
)、
手
稲

山
東
方

の
札
幌
市

西
区
平

和
、
福
井
、
盤
渓

の
山
林

一
、

一
六
〇

・
四
四

㎞

は
昭
和
九
年

(
一
九

三
四
)

と
十
四
年

(
一
九
三

九
)

に
か
け
、
三
菱
鉱
業
会
社

へ
売

却
さ
れ
た
。

こ
れ

ら
二
社

に
対
す

る
売
却
面
積
は
八
、
五
四
九

・
八
㎞
で
あ
り
、
明
治
四
十
五
年

(
一
九

一
二
)

に
北
海
道
造
林
合
資
会

社
が
所
有

し
た
面
積
七
、

四
九

二

・
八
三
㎞

に
比
べ

一
、
〇

五
六

・
九
七
㎞

多

い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
造
林
会
社
が
明
治
四

十
五
年
以
降

に
取
得

し
て

い
た
と
見

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
王
子
造
林
会
社

は
北

海
道
内

に
製
紙
原
料

を
確
保
す
る
た
め
、
三
菱
鉱
業
会
社
は
当
時
、
夕

張
方
面

で
炭
鉱
を
経
営

し
て
お
り
、
坑
木
を
自
給

す
る
た
め
購
入
し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
経
過

に
見
る
よ
う
に
、
北
海
道
の
山
林

の

私
有
化
は
明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)

の
北
海
道

国
有
未
開
地
処
分
法
を
大
き

な
テ

コ
と
し
て
確
定

し
た

の
で
あ
り
、
明
治

二
十

九
年

(
一
八
九
六
)

に
は
道
内
私
有
林
が

=
二
、

二
〇
四
町

(
=
二
、

〇
九
四
㎞
)

で
あ

っ
た

の
が
、
明
治
四
十
年

(
一

九
〇

七
)

に
は
四
七
、
七
九
四
町

(
四
七
、
三
九

七
㎞
)

に
拡
大
。
福
井
盤
渓
を
含
む
石
狩
国

(
地

方
)

で
は
、
明
治

二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
に
は

皆
無

で
あ

っ
た
私
有
林
が
明
治
四
十
年

(
一
九
〇

七
)

に
は
、

一
、
五
四
〇
町

(
一
、
五

二
七

、m
)

と
な

っ
て
い
る
(7
)。

こ
の
山
林

払

い
下
げ
を
求
め
る
動
き
が
、

い
か

に
す
ざ
ま
じ
か

っ
た
か
は
明
治

三
十

四
年

(
一
九

〇

一
)
、内
務
大

臣
が

「
百
万
坪
(
三
三
〇

・
六

㎞
)

以
上
の
土
地
貸
付

は
将
来

の
森
林
経
営
上

に
至
大

の
関
係

あ
る
た
め
、
森
林
法
制
定

の
詮
議
中
、
当

分
そ
の
処
分
を
停
止
す
る
」

と
の
内
訓
を
発
し
て

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
わ
か
る
(8
)。

B

太
平
洋
戦
争
後
の
様
相

三
菱
鉱
業
会
社
が
昭
和
九
年

(
一
九
三
四
)

と

同
十
四
年

(
一
九
三
九
)

に
北
海
道
造
林
合
資
会

社

か
ら
買

っ
た
土
地
は
、
そ

の
後
現
在

に
い
た

る

ま

で
転
売
さ
れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
が
、
残
余

の

山
林
は
道
庁

の
払

い
下
げ
を
受

け
る
な
ど

し
て
、

近
く

の
農
家

ま
た
は
神
社
、
寺

の
所
有

に
な

っ
て

い
た
。
昭
和
八
年

(
一
九
三
三
)

に
設
立
さ
れ
た

左
股

(
現
在

の
福

井
)
農
事
実
行
組
合

の
財
産
を

見
る
と
、
林
地
二
五
〇
町
(
二
四
七

・
九

㎞
)
、
水

田
四
七
町
(四

六

・
六
㎞
)
、
畑
五
町
七
反

(五

・

六
四

㎞
)
、宅
地

一
町
五
反

(
一
・
五
八
㎞
)
放
牧

地
二

一
町
(
二
〇

・
八

㎞
)
と
な

っ
て
お
り
、
か
な

り
の
山
林
が
農
家

の
所
有

に
な

っ
て
い
る
(9
)。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
年
代

に
入

っ
て
か
ら
の

土
地
価
格

の
上
昇
は
、

こ
の
所
有

の
様
相
を
激
変

さ
せ
た
。
福

井

・
盤
漢

の
山
林
、
農
地
も
投
機

の

対
象

に
な
り
、
不
動
産
会
社
が
農
家

か
ら
山
林
、

農
地
を
購
入
、
こ
れ

を
多
数
者
に
売
却
す
る
形

で

土
地

の
細

分
化
が
進

ん
だ
。

昭
和
四
十

三
年

(
一
九
六
八
)

一
月

一
日
現
在

の
福
井
の
土
地

は
、

一
、

一
〇

八
筆
で
あ

っ
た
の

が
十
年
後

の
五
十
三
年

(
一
九
七
八
)

一
月

一
日

現
在
に
は
、
三
、
三
六
八
筆

に
細
分
さ
れ
た
。
細

分

の
最
大
原
因
は
市
街
化
区
域

の
編

入
に
よ
り
宅

地

一
一
五
筆
が
二
、
六
二
七
筆
、
農
地

二
二
二
筆

が

一
一
四
筆
と
、
農

地
が
宅
地

に
細
分
化
し
て
売

却
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
四
十
三
年

(
一

九
六
八
)
に
七
九
筆

だ

っ
た
山
林
が
五
十
三
年
(
一

九
七
八
)
に
二
五
〇
筆

に
分
化
し
て
お
り
、
山
林

も
投
機
の
対
象

と
し
て
ま
す
ま
す
細
分
化
さ
れ
て

行
く
こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
。

福
井
に
隣
接
し
て

い
る
盤
漢
は
、
ほ
と

ん
ど
山

林
で
あ
り
、
全
面
積

一
、
九
八
○
㎞
の
う
ち
前
述

の
三
菱
鉱
業
が
三
九
二
㎞
所
有
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
残

る

一
、
五
八
八
㎞
は
以
前

、

わ
ず

か
の
農
家

(大

正
十

一
年

11

一
九
二
二
⊥

二

十

=
　
)
が
所
有

し
て

い
た
の
で
あ

る
が
五
十

三

50



年

(
一
九
七
八
)

一
月

一
日

で
は
全
体
と
し
て
実

に
三
四
九
〇
筆

に
分
化
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う

な
所
有

の
細

分
化
は
、
山
林

の
保
護

に
と

っ
て
最
大

の
障
害

に
な
る
。
昭
和
四
十
七
年

(
一
九
七
二
)、
北
海
道
庁
が
福
井

・
盤
漢
を
環
境

緑

地
保
護
地
区

に
指
定
し
た
際
、
指
定

に
応
じ
た

の
は
福
井

で
わ
ず

か

に
三
筆
、
盤
漢

で
八
○
筆
で

あ

っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。

ま
た
、
投
機
目
的

で
山
林
を
購
入
し
た
も

の
に

と

っ
て
、
税
金

の
み
を
課
せ
ら
れ
、
価
値
を
生
み

立
さ
な
い
山
林
は
耐
え
が
た

い
重
荷

と
な
る
。
こ

の
よ
う

な
山
林
所
有
者
が

、
山
林

を
さ
ら
に
細

分

し
て
売
却

し
た
り
、
採

石
場
と
し
て
貸
す
の
は
自

採石によ り消失 しつつ ある山地

札幌 ・左股:川西岸(西 区福井)1979年10月

明

で
あ
る
。
山
そ

の
も
の
を
無

に
す
る
採
石

は
、
そ
の
跡
が
平
地
と
な
り
、
宅
地
と
し
て

売
れ
る
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
夢
を

い
だ
か

せ
て
い
る
の
で
あ

る
(-o
)。

こ
こ
で
都
市
近
郊
で
の
採

石
の
開
始
と
、

山
林

の
私
有
化
と
は
密
接
な
関
係

に
あ
る

こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

〈

注
V

(
1
)

樹

西
、

加

藤

、

大
島

、

大

内

「
双

書

・
日

本

に
お

け

る
資

本

主
義

の
発

達

2
、

日
本

資

本

主

義

の
成

立

H
」

東

京

大
学

出
版

会

、
一
九

五
六

、
四

四
八
-

四

五

一
ぺ

ー

ジ
。

「
私

有

地

に

し
て

お

か

な

い

と
官
没

さ

れ

て

し

ま
う

、

と

い
う

よ
う

な

こ
と

を
有

力

老

が

い

っ
て
、

村

民

を
ご

ま

か

し
、

入
会

地

を
私

有

地

化

し

て

し
ま

っ
た
、

と

い
う

よ

う

な

話

は
、

多

く

の
村

で

こ

ん

に
ち

で
も

き

か
れ

る
事

実

な

の

で

あ

る
L

(
同

書
、

四

五
〇

ぺ

ー

ジ
)
。

(
2
)

北

海

道

庁
編

「
新

北

海

道
史

」

第

三
巻

通

説

二
、
一
九

七

三

、
二

八
九
-

二

九

二

ぺ
ー

ジ
。

(
3
)

福

井

町

内
会

編

「
福

井

の
生

い
立

ち
」

一
九

七

六
、

二

↓
ペ
ー

ジ
。

(
4

)

「
新

北
海

道
史

」

第

四
巻

通

説

三
、

二

六

八
ー

二
七

一
ペ

ー
ジ
。

(
5
)

「
北

海

道

造
林

合

資

会

社

業
務

一
般

」

一
九

一
二
年

六

月

十

日
、

同

社
発

行

(北

海

道

立

図

書

館

所

蔵
)

(
6
)

「
王
子

製

紙

山
林

事

業
史

」
一
九

七

六
、

同

社

発

行
、

四

八

八

ペ

ー

ジ
。

(
7
)

北

海

道

庁

編

・
発

行
「
北

海

道

山
林

史

」

諭
九

五

一二
、

一
一
九
ー

一二
(∪
ペ

ー

ジ
。

(
8
)

津

村

昌

一

「
北

海

道
林

業

史

」

北

海

道

造
林

振

興
協

会

、

一
九

五
三
、

一
四

八

ぺ

!

ジ
。

(
9
)

「
福

井

の
生

い
立

ち
」

八

五

ぺ

ー

ジ
。

(
10

)

前
述

し

た
三

角

山

の
所
有

老

は

「
三
角

山

は
採

石
事

業

を
続

け

て
将

来

平

ら

に
す

れ

ぽ

、

百

億

円

の
資
産

に

な

る

と

ふ

ん

で

い
る
」

と
話

し

て

い
る

(
北
海

道

新

聞

、

一
九

六

五
年

六
月

八

日

付

け
)
。

5
、
採
石
業
の
問
題

日
本
の
採

石
は
、

ほ
と
ん
ど
が
小
規
模
企
業

に

よ

っ
て
行

わ
れ

て
お
り
、
そ
れ

ら
が
多
数

の
場
所

に
分
散

し
て
山
林
を
崩
し
て

い
る
点

に
最
大

の
特

徴
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
最
近

の
統

計
で
は
、
日
本

に
二
、
七

五
二
の
採
石
法
人
が
あ
る
う

ち
、
資
本
金

一
千
万

円
未

満
が

五
七

・
六
六
%
、

一
千
万
円
ー
五
千
万

円
が
三
二

・
六
六
%
、
五
千
万
円
ー

一
億
円
が
三

・
四
八
%
で
あ
り
、

一
億
円
以
上
は
六

・

一
七
%

に
す
ぎ

な

い
。

こ
の
う
ち
北

海
道

も
全
く
同
じ
状

況

に
あ

り
、

一
六
八
法
人

の
う
ち
、
資
本
金

一
千

万
円
未

満
五
三

・
五
七

%
、

一
千
万
円
-
五
千
万

円
三
五

・
七

一
%
、
五
千
万
円
-

一
億
三

・
五
七

%
、

一
億
円
以
上
七

・
一
四
%
で
あ
る
(-
)。

ま
た
、
従
業

員
規
模

は
全
国
五
、
九
七
〇

ヵ
所

の
採
石
場

の
う
ち
、
五
人
以
下

の
も
の
が
五
三

・

三
五

%
、
六
人
-

五
十
人
四
五

・
九
二
%
、
五
十

一
人
以
上
○

・
七
二
%
で
あ
る
。
北
海
道

で
は
、

二
三
ニ
ヵ
所

の
う
ち
、
五
人
以
下
三
五

・
三
四
%

六
人
ー

五
十
人
六
四

・
六
五

%
、
五
十

一
人
以
上

○
と
な

っ
て
い
る
(2
)。

岩

石
の
採
掘
方
法
を
見

る
と
、
全
国

の
採
石
場

五
、
九
七
〇

ヵ
所

の
う
ち
、
傾
斜
面

で
の
採
掘
二

八

・
七
九
%
、
傾
斜
面

を
階
段
状

に
し
て
採
掘
す

る
も

の
五
八

・
六
七
%
、
そ

の
他
九

・
二
六
%
、

露
天

・
坑
内
掘
○

・
三
三

%
で
あ
り
、
坑
内

採
掘

は
二

・
九
三

%
に
す
ぎ
な

い

(
北
海
道

で
は
採
石

場

二
三
ニ
ヵ
所

の
う
ち
、
傾
斜
面
三
七

・
〇
六
%

階
段
五
二

・
五
八
%
、
そ
の
他
九

・
九

一
%
、
坑

内
採
掘
○

・
四
三
%
)
(3
)。

ま
た
、
採

石
場

の
面
積
規
模

で
は
全
国

の
調
査
対

象
五
、
九
六
七
カ
所

の
う

ち
、

一
〇
〇

ア
ー
ル
未

満
五
八

・
二
二
%
、

一
〇
〇
ア
ー
ル
五
〇
〇

ア
ー

ル
ニ
七

・
五

一
%
、
五
〇
〇

ア
ー
ル
i

一
、
○
○

○

ア
ー
ル
八

・
〇
七
%
、

一
、
○
○
○

ア
ー
ル
以

上
六

・
一
八
%

(北
海
道

で
は
二
三
ニ
ヵ
所

の
う

ち

一
〇
〇
ア
ー
ル
未
満
四
〇

・
○
八
%
、

一
〇
〇

ア
ー
ル
ー

五
〇
〇
ア

ー
ル
四
四

・
八
二
%
、
五
〇

〇

ア
ー
ル
ー

一
、
○
○
○
ア
ー
ル

一
二

・
九
三
%

一
、
○
○
○
ア
ー
ル
以
上
二

・

一
五

%
)

で
あ

る
(4
)。

つ
ま
り
、
小
規
模

の
企
業
が
全
国
五
、
九
七
〇

ヵ
所

に
わ
た

っ
て
露
天
掘
に
よ
り
、
わ
ず

か
ず

つ

山
を
崩

し
続
け
て
い
る
と

い
う
状
況
が
、

こ
の
統

計
か
ら
浮
か
び
上

っ
て
く
る
。

5ヱ



こ
れ

ら
の
採
石
は
国
有

ま
た
は
公
有
林
(
地
)
、

私
有
林

(地
)

の
い
ず
れ
で
多
く
行

わ
れ

て
い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。
統
計

に
は
採
掘

の
権

限
別
を
示

す
数

字
も
集

め
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

全
国

の
五
、
九
七
〇

ヵ
所

の
採
石
場
が
合
計

六
、

四
三
二

の
権

限
を
持

っ
て
い
る
う
ち
、
所
有
権

に

基
づ

い
て

い
る
も
の

(自
己
所
有
地

で
採
石
を
行

っ
て

い
る
)

二
、
○
○
○
、
他
人

の
私
有
地
に
採

石
権
を
設
定
し
て

い
る
も
の

一
、
〇
九
四
、
そ
の

他
三
、
三
三
八

で
あ
る
。
所
有
権
、
採
石
権
は
も

ち
ろ

ん
私
有

林

(
地
)
内

で
あ
り
、

「
そ

の
他
」

は
他
人

の
土
地
を

一
年

ご
と
の
契
約

で
賃
借

り
し

て
い
る
も

の
、
国
有
林

(地
)

か
ら
年
契
約
で
岩

石
の
払

い
下
げ
を
受
け
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
か
ら
、
日
本

の
採
石
の
大
部
分

は
、
私
有
林

(地
)
で
行

わ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
実

で
あ

る
(5
)。

日
本

の
採
石
は
昭
和
四
十

七
年
(
一
九
七

二
)
以

前

は
届
け
出

に
よ

っ
て
開
始
す

る
こ
と
が

で
き

、

そ
れ
が

こ
の
よ
う
な
乱
立
状
態

を
も
た
ら
す
よ
う

に
な

っ
た

一
因
と
考
え
ら
れ

る
。
昭
和
四
十
七
年

(
一
九
七

二
)

の
採
石
法

の
全
面
改
正

で
、
採
石

は
認
可
制
と
な
り

「
採

石
業
者

は
、
岩
石

の
採
取

を
行
な

お
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
岩
石

の
採
取

を
行
な
う
場
所

ご
と
に
採
取
計
画
を
定
め
、
都
道

府
県
知
事

の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」

(
三
三
条
)

と
規
定
、

ま
た
認
可
申
請
を
受
け
た

知
事
は

「
岩

石
の
採
取
が
他
人

に
危
害
を
及
ぼ
し

公
共

の
用

に
供
す
る
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
農
業

林
業
若
し
く
は
そ
の
他

の
産
業
の
利
益
を
損
じ
、

公
共

の
福
祉

に
反
す

る
と
認
め
る
と
き

は
認
可
を

し
て

は
な
ら
な

い
L

(三
三
条

の
四
)
と
定

め
て
い

る
。札

幌
市
内

の
福
井
、
盤
渓
、
硬
石
山

の
採

石
場

集
約

の
試

み
は
、
付
近
住
民

の
声
に
押

さ
れ
、

こ

の
よ
う

な
法
的
根
拠
を
背
景

に
行
お
う

と
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
採
石
業

を
資
本
金
規
模
別

、
従
業

員
規
模
別

に
見
た
際
、
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う

に

集
約
化

に
耐

え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
経
営
内
容
が

弱
少
で

あ
り
、
ま
た
自
己
所
有

地
内

で
の
企
業
活
動

を
規

制
す
る
法
的
力

は
現
在
の
と
こ
ろ
弱

い
な
ど
の
点

か
ら
問
題
は
長
び
く

で
あ
ろ
う
。

一
方

、
近
年

の
採
石

(
土
石
)
開
始
状
況
を
北

海
道

に
見

て
み
よ
う
。
昭
和
四
十
九
年

(
一
九
七

四
)
森
林
法

の

一
部
改
正

に
よ
り
、
林
地
開
発
許

可
制
度
が
創
設
さ
れ
た
が
、
四
十
九
年

(
一
九
七

四
)
十
月

か
ら
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)

九
月

ま

で
の
許

可
状
況
を
見
る
と
、

も

っ
と
も
多
く
許

可

さ
れ
た
の
は
農
用
地
の
造
成

一
、
七
六
九
件

五
、

九
六
九
㎞
で
あ
り
、
次
は
土
石
の
採
掘
二
三
〇
件

七
二
一二
㎞
で
あ

る
。
面
積

に
し
て
造
林
事
業

の
三

二
七
件

六
六
六

㎞
を
越

え
て
い
る
(5
)。
ま
た
、
北

海
道

は
四
十
九
年

(
一
九
七
四
)
四
月
、
北

海
道

自
然
環
境
等
保
全
条
例

を
施
行

し
、
都
市
計
画
法

宅
地
造
成
等
規
制
法
な
ど
で
規
制
さ
れ
な
い
、

い

わ
ゆ
る
白
地
地
域
で
行
わ
れ

る

一
㎞
以
上
の
ゴ
ル

フ
場
、

ス
キ
ー
場

の
建
設
、
宅
地
造
成
、
土
石
採

取

な
ど

の
特

定

の
開
発
行
為

は
知
事

の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
が
、
四
十
九
年

(
一

九
七
四
)
四
月
か
ら
五
十

二
年

(
一
九
七
七
)
十

二
月
ま

で
土
石
採
取

は
五
五
件

二
五
三
㎞
許

可
さ

れ
て
い
る
(6
)。

こ
れ
ら

の
状

況
か
ら
山
林

で
の
採
石
は
集
約
化

の
傾
向
を
見
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
山
林

保
護

に
対
す

る
行
政
官
公
庁

や
住
民

の
無
理
解
も
手
伝
い
、

か

え

っ
て
拡
大

の
様
相

を
見

せ
て

い
る
と
言
え
る
の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

こ
の
ま
ま
多
数
地
域

で
の
山
そ
の
も

の
の
崩
壊
を
許

せ
ば

ど
う
な

る
か
。
地
表

に
生
育

す
る
樹
木

の
伐
採
が
恐

る
べ
き
被
害

を
人
類

に
も

た
ら
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。
ま
の

て
や
山
岳

の
消
滅

は
恐

る
べ
き
報
復
を
生
物
全
体

に
加

え
る
で
あ
ろ
う

。

建
設
資
材
と
し
て
岩

石
の
必
要
性
は
否
定

で
き

な

い
。
そ

こ
で
当
面

の
対
策
と
し
て
は
、採

石
法
、

森
林
法
、
各
都
道
府
県

で
制
定
さ
れ
た
自
然
保
護

関
係
条
例
を
活
用

し
、
新
規

の
採
石
開
始

を
可
能

な
限
り
抑
制
す

べ
き

で
あ

る
。
そ
し
て
、

で
き
る

だ
け
山
林

を
破
壊

し
な

い
場
所

で
の
集
約
的
採
石

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

札
幌
市
内

を
例

に
と
る
と
、
戦
前

か
ら
採
石

の

行

わ
れ
て

い
た
同
市
南
区

の
硬
石
山

(標
高
三
六

〇

m
)
は
、
約
三
億
五
千
万
立
方

m
の
安
山
岩
か

ら
成
り
立

っ
て
い
る
。

一
方
、
五
十

三
年

(
一
九

七
八
)
度
、
札

幌
市
内

で
許
可
さ
れ
て
い
る
採
石

場
は
二
十

一
ヵ
所
、
採
取
量

は
二
一二
〇
万
立
方

m

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
札
幌
市
全
体
の
採
石
を
硬

岩

山
で
行
う
と
す
る
と
五
十
三
年
度

の
量

に
し
て

今
後

百
五
十

二
年
間
、
硬
石
山

一
ヵ
所

で
供
給
で

き

る

こ
と
に
な
る
。

一
カ
所

で
は
供
給
先

へ
の
距

離
が
遠

す
ぎ

る
場
合

は
三
-
四
ヵ
所

で
採
石
を
行

う

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合

で
も
現
在
の
札
幌

市
内

の
採

石
場

二
十

一
ヵ
所
は
五
分
の

一
以
下

に

集
約

で
き

る
の
で
あ

る
。

こ
の
集
約
を
日
本
全
国

五
、
九
七
〇

ヵ
所

(
五
十

二
年
中
)

に
適

用
す
る

と
す
る
と
、
全
国
の
採

石
場
は

一
、
○
○
○
ヵ
所

以
下

に
な
り
、
山
林

の
破
壊
は
大
幅

に
減
る
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
集
約
採

石
さ
れ
た
跡
地
は
公
的
管

理
の
下

に
、
公
園
、
林
地
な
ど
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
(.、・。

さ

ら
に
は
建
設

資
材

の
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て

も
発
想

の
転
換
が
必
要
な
時
代

に
到
達
し

つ
つ
あ

る
。
現
在
は
採
掘
さ
れ

た
岩

石
の
三
七

・
○
○

%

が
道
路
用

に
使
用

(北
海
道
は
五
四

・
七
七
%
)

さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
部
分

に
つ
い
て
は

火
山
灰

の
使
用
、
各
種
廃

棄
物

の
再
利
用
な
ど
が

検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
(8
)、

八
注
∀

(
-
)

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁
長
官
官
房
鉱
業
課

「
採
石
業
者

の
業
務

の
状
況
に
関
す
る
報
告
書

の

集
計
結
果

・
五
十
二
年

(
↓
九
七
七
)
」

こ
の
ほ

か
全

国
で
二
、
四
五
九
個
人
、
そ

の
他

六

一
の
計
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(人 、 千hα)

50～100hα 100～500hα1500hα 以 上

薯姦離 鷺姦離i誓姦離

(表3)北 海道内私有林の規模別所有状況

区
計 5hα 未 満 5～30hα30～50hα,

分 所 有 へ所有　 所 有 所有1所 有 所有}所 有 所有

老 数 面積 者 数 面積 者 数 面積 「者数 面積

2

1

40

24

304

275

31

4

3

1

37

22

180

161

25

3

31

4

111

68

75

66

29

4

199

26

578

348

37

2

59

30

349

307

133

19

14

12

9

2

(0.8)(16.2)、(0.2)(24.9)

1,259

700

2461
142t

245377

187304

548

38

862

432

47

2

44

22

銘2}1・243

15 70

189}1・153

76546

26,530

1,338

17,896

7,155

02

66

9
臼

磁
1

ρO

FO

101

4

72

25

51,673

1,932

41,926

12,971

51
11

1399

202

7)(1.2)
21,751

0656

(7.9)
119

46

12

10

11

1

153

130

123

16

962

784

907

94

(1.8)(6.7)
2,672102

76230

一-
21

別

3

01

13i
701
881
12i

791

592

1,263

85

2.6)
494

102

i4111ら§)(3
(64.7)(11.7)
95,653178

15,58031 31 9,371

2,637

2,140

2,590

237

(100)
147,8751,516

27,256655

80,196500

3,40528

62,452515

21,474245

413

370

88

12

(100)

農 家

うち不在村

非 農 家非 農 家162,452

うち不 在 村;21・474

会 社

うち不在村

その他 団体

うち不在村1

計

うち不在村

(注)道 林務 部調べ(昭 和51年12月 末現在)

個

人

事

業

体

五
、
二
七
二
企
業
体
が
採
石
を
行

っ
て
い
る
。

こ
の
う

ち
北
海
道
は

法
人

の
ほ
か
、

一
六
個
人
、

そ
の

他

二
五
の
計
二
〇
九

企
業
体
で
あ

る
。(

2
)

同
右

(
3
)

同
右

(
4
)

同
右
、
北
海
道

で
は
、

二
三
ニ
ヵ
所

の
採
石
場

が
三
〇
三

の
権

限
を
持

っ
て
い
る
う
ち
所
有

権
九
八
、
採

石
権

六
八
、
そ

の
他

一
三
七
で
あ
る
。

(
5
)

北
海
道
庁
編

「
北
海
道

に
お
け
る
土
地
利
用

の
動
向
と
対

策
」
昭
和

五
十
三
年
(
一
九
七
八
)

三
月
、
一
四

一
-

一
四
五
ぺ
!
ジ
。

(
6
)

同
右
。

(
7
)

砕
骨
材
製
品
の
販
売
原

価

を

一
〇
〇
と
す
る
と
、
原
石
費

の
割
合

は
生
産
規
模
五
万
t
未
満

の
事
業
所

が
八

・
六
%
で
あ
る
の

に
対

し
、

二
〇
万
t
以
上
の
事
業

所

は
四

・
九
%
と
、
生
産
規
模

が

大
き
く
な
る
に

つ
れ
て
減
少
す

る

傾
向

に
あ
る

(
「
北
海
道
通
産
情

報
」

一
九
七
九
年

九
月
号

・
一
〇

-1

一
一
ペ
ー
ジ
)
。

採
石

に
お
い

て
も
大
量
加
工
、
大
量
輸
送

に
よ

る

コ
ス
ト
ダ
ウ

ソ
が
達
成
さ
れ
る

の
は
確
実

で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
集
約
化

は
、

こ
の
よ
う

に
経

済

効

果

も
、

も

た

ら
す

の

で
あ

る
。

(
8
)

札

幌

市

で

は
清

掃

工
場

か
ら

出

る

焼
却

灰

を

加

工

し

て
道

路

用
材

と

し

て
実

験

的

に
使

用

し

て

い
る
。

ま

た
、

佐

々
木

好

之

「
自

然

保

護

の

.原

点

」

共

立

出
版

、

一
九

七

三

で

は

「
外

国

か
ら

砂

を

買

う

こ
と

は
開

発

途

上

国

に
と

っ
て

も
恩

恵

を
も

た
ら

す
」

(
六
四

ペ

ー
ジ
)

と
提

言

し

て

い

る
。

し

か

し
、

こ
れ

に

つ
い
て

は
異
論

が
多

い
。

6
、
私
有
林
の
問
題

本
州

で
は
入
会
山
、
北
海
道

で
は
払

い
下
げ
地

に
起
源
を
持

つ
私
有
林

で
、
山
林
破
壊
が
行
わ
れ

や
す
い
こ
と
は

い
ま
ま
で
見
て
来
た
。
そ
こ
で
私

有
林

そ
の
も

の
が

、
現
在
ど

の
よ
う
な
状
況
の
下

に
あ
る
か
を
北
海
道
を
例

に
と
り
見

て
み
よ
う
。

昭
和
五
十
三
年

(
一
九
七
八
)
四
月
現
在
、
北

海
道

の
森
林
面
積
は
五
、
六
三

七
、
〇
三
三
㎞
で

あ
り
、

こ
の
う
ち
国
有
林
が

五
七

・
一
二
%
(
三
、

二
二
〇
、
〇

二
九
㎞
)
、
次

い
で
私
有
林
が

二
七
・

二
三

%

(
一
、
五
三
五
、

一
〇
九
㎞
)

を
占

め
、

道
有
林

の

一
〇

・
九
三

%
(
六

一
六
、
五
八
七

㎞
)

市
町
村
有
林

の
四

・
七
〇
%

(
二
六
五
、
三
〇
八

㎞
)

を
上
回

っ
て
い
る
(-
)。

森
林

の
内

容
を
見

る
と
、
無
立
木
地

の
割
合
は

国
有
林

の
二

・
七
二
%
、
道
有
林

の

一
・
一
二
%

市
町
村
有
林

の
二

・
九
六
%
に
対
し
、
私
有
林

は

六

・
一
四

%
で
あ
り
、
公
有
林

に
比
べ
造
林
が
立

ち
遅
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て

一

当

た
り
森
林
蓄
積
量
も
少
な
く
、
国
有
林

の

一
〇

八

・
三
、m
、
道
有
林

九
七

・
○
,m
、
市
町
村
有
林

の
六
二

・
九
,m
に
対
し
、
私
有
林

は
六
〇

・
四
㎡

と
最
少

で
あ
る
(2
)。

北

海
道

の
私
有
林
の
所
有
状
況
で
は
、
昭
和
五

十

一
年

(
一
九
七
六
)
十

二
月
末
現
、

一
四

二
、

六
四
八
個

人
、
五
、
二
二
七
事
業
体
の
計

一
四
七
、

八
七
五
が
所
有

。
こ
の
う
ち
、
個
人
所
有
者

で
は

農
家

の
八
○

、

一
九
六
人
、
育
林
業

九
五
四
人
、

木
材
業

一
、
二
七
五
人
と
直
接
農
耕
や
造
林

に
関

係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
所
有
者

に
対
し
、漁
業
八
、

四
九
〇
人
、
商
業

・
サ
ー
ビ

ス
業
八
、
三
二
二
人
、

鉱
業
七

二
人
、
製

造

・
建
設
業

六
六

一
人
、
公
務

・
自
由
業
三

、
八
七

一
人
、
そ
の
他
三
八
、
八
〇

七
人
が
多

い
の
が
注
目
さ
れ
る
(3
)。

次

に
私
有
林

の
規
模
別
所
有
状
況

で
は
、
五
㎞

未

満
の
所
有
者

は
九
五
、
六
五
三
個
人

・
事
業
体

で
あ
り
、
そ
の
所
有
す
る
森
林
面
積

は

一
七
八
千

㎞
で
あ
る
。

つ
ま
り
所
有
者

の
六
四

・
七

%
が
北

海
道
内

私
有
林

の

一
一
・
七
%
を
所
有

し
て
い
る
。

福
井

・
盤
漢
地
区

に
見
た
よ
う

に
昭
和
四
十
年
代

以
降

の
い
わ
ゆ
る
土
地
ブ

ー
ム
で
、
多
数

の
都
市

生
活
者
が
森
林
を
投
機
目
的
、
ま
た
は
資
産
と
し

て
買

い
求

め
た
状
況
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
な
姿
を

と

っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。

な

お
、

日
本
全
国
の
森
林
面
積

は
昭
和
五
十

一

年

(
一
九
七
六
)
三
月
現
在
で
、
二
五
、
二
六
三

千
㎞
で
あ
り
、
こ
の
う

ち
私
有
林

は
五
八

・
五
四
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訳

(
一
四
、

七
八
九
千

㎞
)
と
最
大

の
面
積
を
占

め
て
い
る
(
4
)。
本
州

は
、
さ
ら
に
所
有
面
積
が
細

分
化
さ
れ
、
所
有
者
も
膨
大
な
数

に
達
し

て
い
る

こ
と
が
容
易

に
想
像
さ
れ
る
。

一
般
市
民

の
所
有
す

る
私
有
林
が
価
値

を
生
み

出
す

た
め
、
森
林
以
外

の
も

の
に
転
換
さ
れ
や
す

い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
北
海
道

の
統

計
で

は
、
昭
和
四
十
七
年
度

(
一
九
七
二
)
度
か
ら
五

十

一
年
度

(
一
九
七
六
)

ま
で
の
間

に

一
般
民
有

林

(
私
有
林
及
び
市
町
村
有
林
)

か
ら
他

の
土
地

利
用

に
転
用
さ
れ
た
面
積
は
三
七
、

一
〇
二
㎞
で

内
容
は
草
地

の
六
三

・
六
%
に
次

い
で
ゴ

ル
フ
場

一
二

・
八
%
、
畑
地
六

・

一
%
、
建
物
敷
地
二

・

九
%
、
牧

野
二

・
七
%
、
道
路
○

・
三
%
、

ス
キ

ー
場
○

・
三
%
、
そ

の
他

二

・
三
%
の
順
と
な

っ
て

い
る
(5
)。

こ
の
ほ
か
、
北

海
道
内

を
例

に
と

っ
て
も
、
道

指
定

の
自
然
景
観
保
護
地
区
が

ス
キ
ー
場
建
設

の

た
め

一
部
指
定
解
除

さ
れ

た
、
広
大
な
森
林
を
有

す
る
会
社
が
財
政
難

の
た
め
地
元
町
村

に
働
き

か

け
自
衛
隊
演
習
地

と
し
て
売
却
を
運
動
し

た
、
道

路
も
通
じ

て
い
な

い
森
林
が
土
地
会
社

に
よ
り
別

荘
地
と

し
て
、
事
情
を
知
ら
な
い
本
州
市
民

に
切

り
売
り
さ
れ
た
ー

な
ど
私
有
林

を
め
ぐ
る
問
題
は

実

に
数

多

い
。

日
本
の
森
林

の
ほ
ぼ
半

分
を
占
め
、
無
政
府
的

な
開
発
が
行

わ
れ

や
す

い
私
有
林

を
保
護

し
、
緑

の
山

と
す

る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ

い
か
。
現
在

は

都
市
緑
地
保
全
法

(昭
和
四
十
九
年
ー

一
九
七
四

ー
施
行
)

に
よ
る
都
市
緑
地
保

全
地
域

の
拡
大
や

買
い
上
げ
が
制
度
化
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
同
法

で
は

「
周
致

、
ま
た
は
景
観
が
す

ぐ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
地
域

の
住
民

の
健

全

な
生
活
環
境

を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
も

の
」

に

つ
い
て
は
緑
地
保
全
地
区

に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る

(
三
条
)

と
し
、
保

全
地
区
内

で
は
、
宅
地
の

造
成
、
土
地
の
開
墾
、
土
石

の
採
取

、
鉱
物

の
採

掘
そ

の
他
の
土
地

の
形
質

の
変
更
等

は
都
道
府
県

知
事

の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ぽ

、
し
て
は
な
ら
な

い

(
五
条
)
と
規
定
。
そ
し
て

「
都
道
府
県
は
、

緑
地
保
全
地
区
内

の
土
地
で
、

そ
の
所
有
者
か
ら

第
五
条
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な

い
た
め

そ

の
土
地

の
利
用

に
著
し

い
支
障

を
き

た
す
こ
と

と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

土
地

を
都
道
府
県
に

お
い
て
買

い
入
れ

る
べ
き
旨

の
申
出
が
あ

っ
た
場

合

に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
買

い
入
れ

る
も
の
と
す

る
」

(
八
条
)
と
私
有
林
買

い
入
れ
を
制
度
化
し

た
。
し
か
し
買

い
入
れ
価
格

に
つ
い
て
は
土
地
収

用
法
と
同
様

「
土
地

の
価
格
は
時
価
に
よ
る
も

の

と
す
る
」

(
八
条

の
二
)
と
し
て
お
り
、
財
政
難

の
自
治
体
に
と

っ
て
は
緑
地
保

全
地
区

の
拡
大
も

こ
れ

に
伴
う
買

い
入
れ
も

で
き

な
い
の
が
実
情
の

よ
う
で
あ
る
(6
)。

こ
れ
か
ら
は
遊
休
私
有
林

の
必
要

に
応
じ
た
収

用

に
進
む
べ
き

で
あ

っ
て
、
補
償
価
格

に
つ
い
て

は

「時
価
」

に
よ
る
補
償
で
は
な
く
、

「
原
価
」

で
の
補
償

に
よ
る
こ
と
を
内
容
と
す

る
法

の
施

行

が
検
討
さ
れ
る
べ
き
段
階
に
来

て
い
る
(7
)。
こ
の

ほ
か
、
私
有
林
を
持
て
余

し
て
い
る
人
も
多
く
な

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
自
治
体

へ
の
林
地
寄
付

の

促
進

な
ど
各
種

の
方
法
が
考
え
ら
れ

る
。

い
ず
れ
の
方
法

に
よ
る
に
せ
よ
、
現
在

の
私

有

林

の
ほ
と
ん
ど
が
、
わ
ず

か
百
年
前

に
は
入
会

山

(
本
州
)
ま
た
は
国

の
土
地

(
北
海
道
)
と
し
て

住
民
共
有

の
性
質
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
公
有

化

を
支
え
る
精
神
と
し
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。

い
ま
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
山
や
丘
、
そ

こ
に
生

え
て
い
る
樹
木
を
見
る
と
、
川
や
海
と
同
じ
よ
う

に
、

住
民
す
べ
て
に
帰
属

し
て
い
る
と

い
う
昔

な

が

ら
の
感
情
を
抱
く
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
山

に

「
入
山
禁
止
」
の
立
札
が
立
て
ら
れ
、
場
合

に

よ

っ
て
は
地
層
も
ろ
と
も
削
り
取
ら
れ
る
と
い

っ

た
事
態

は
、
わ
れ
わ
れ

の
人
間
性
と
健
康
を
脅

や

か
し
続
け
る
と
思

わ
れ
る
。

◇

◇

こ
の
小
論
の
執
筆
を
勧
め
ら
れ
た
石
川
俊
夫
北

大

名
誉
教
授
、
調
査

に
協
力

さ
れ

た
北
海
道
庁
、

札

幌
市
役
所
な
ど
各
官

公
庁
、
会
社

の
人
た
ち
す

べ
て
に
感
謝

し
た
い
。
こ
の
人
た
ち

の
客
観
的
精

神

な
し
に
は
、

こ
の
小

論
は
成
立
し
な

か

っ
た
で

あ

ろ
う

。

(会

員
)

〈
注
V

(
1
)

北
海
道
庁
編

「
北
海
道
林
業
統
計

・
昭

和
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)
版
L

ニ
ー

三

ペ
ー
ジ
。

(
2
)

同

ニ
ー

五
ぺ
ー
ジ
。

(
3
)

北
海
道
庁
編

「
北
海
道
に
お
け
る
土
地

利
用

の
動

向

と
対
策
」

昭
和

五
十
三
年

(
一
九
七

八
)

三
月
。

一
二

六
i

一
二
七

ぺ
ー
ジ
。

(
4
)

林

野
庁
監
修

「
林
業
統
計
要
覧

・
一
九

七
八
」
。
つ
い
で
に
国
有
林

は
三

一
・
四

一
%
(
七
、

九
三
七
千

㎞
)
、
公
有
林

一
〇

・
〇
四
%

(
二
、

五

三
七
千
㎞
)
。

(
5
)

「
北
海
道

に
お
け
る
土
地
利
用

の
動
向

と
対
策
」

一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

前
述

の
札
幌

・
三
角

山
の
採
石
問
題
に

つ
い
て
、
当
時

の
町
村
知
事

は

「
い
ま
の
保
安
林

制
度

は
き

わ
め
て
無
力
。
個
人

の
所
有
権
を
認

め

た
う
え
で
、
制
限
を
加
え
よ
う

と
し
て
も
、

と
て

も
思
う

よ
う

に
い
か
な

い
。
保
安
林

の
緑
や
風
致

を
そ

こ
な
わ

せ
な

い
た

め
に
は
、
そ
の
地
域
の
所

有
権
を
国

な
り
、
地
方
自
治
体
な
り
に
移
さ
な
け

れ
ば
ダ

メ
」

(
昭
和
三
十
九
年
睡

一
九

六
四
ー
十

月

二
十
日
付
け

の
北
海
道
新
聞
)

と
語

っ
て
お
り

ま
た
都
市
周
辺
森
林
保
護
対
策
協
議
会
を
設
置

し

た
が
、
翌
年

に
は
同
会

を
解
散

し
た
。
森
林

の
所

有
権
を

め
ぐ
る
難
問

に
は
、
手
を

つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
た

め
と
思

わ
れ
る
。

(
7
)

「
民

間
開
発
業
者
ら
の
買

い
占

め
た
利

潤
目
的

の
土
地

は
、
原
価
を
基
準

に
補
償

金
の
算

定
を
す
れ
ば
、
相
当

な
補
償
を
し
た
と
み
な
し
て

よ
い
こ
と
は
、
す

で
に
戦
後

の
農
地
改
革
に
お
け

る
判
例
が

し
め
し
て
い
る
」
篠
塚
昭
次

「
土
地
所

有
権

と
現
代
」

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
四
。

二
〇
九

ぺ
ー
ジ
。
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